
生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

豊かな暮らしの
基礎・有用な価値

自然に守られる
私たちの暮らし

豊かな文化の根源
すべての生命の
存立基盤

私たちの生活

第１章 川崎市における生物多様性の状況について P.1～

・川崎市は、市域の特性と生態系の多様性に着目し、生物多様性からもたらされる恵みを持続的に享受し、潤いのある豊かな地域を形成していくため、
平成26（2014）年に生物多様性基本法に基づく地域戦略として、「生物多様性かわさき戦略～人と生き物つながりプラン～」を策定し、取組を進めてきた。

・都市化が進む川崎市において、地域の自然や文化等に改めて目を向け、地域特性をしっかりと捉えることが生物多様性の保全の取組を進めるにあたっては
重要である。

・改定の考え方については、『流域』に着目し、その流域ごとに地域の特性を把握するとともに、これまでの取組状況を踏まえ、検討を行った。

・私たちの暮らしは、豊かな自然の恵みを受け取って成り立っている。この自然
の恵みは、多くの生物が関わり合う生物多様性から得られるものであり、生物
多様性が私たちの暮らしを支えている。

・この生物多様性を、将来の世代に引き継ぐことが大切である。

○生物多様性条約締約国会議（COP）

COP10で採択された愛知目標の次の国際目標である「ポスト愛知
目標」について、2020年開催予定のCOP15で採択される予定だった
が、新型コロナウィルスの影響で延期。

○持続可能な開発目標（SDGs）

国連で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダの中
に持続可能な開発目標として17のゴール、169の目標が掲げられて
いる。国においては持続可能な開発目標実施指針の中で、「生物
多様性、森林、海洋等の環境の保全」は優先課題の一つとして定
められている。

○生物多様性国家戦略2012-2020

第5次国家戦略として平成24年に策定。COP15で採択予定であっ
たポスト愛知目標を踏まえて改定を予定。次期生物多様性国家戦
略研究会や中央環境審議会での審議を行うとしている。COP15の延
期を受けて後ろ倒しの可能性が示唆されている。

○第5次環境基本計画（平成30（2018）年度）

持続可能な社会の実現に向けて環境・経済・社会的側面を統合
的に向上させることが必要とし、自然環境や生態系サービスを有
効に活用する考え方も示している。

（出典）「生物多様性広報パネル 自然のめぐみ」（環境省）より

１ 生物多様性について ２ 国内外の動向

○新しい生活様式への移行

新型コロナウイルス対策を取り入れた「新しい生活様式」が示
されるとともに、経済復興と脱炭素社会への移行を同時に取り組
む「グリーンリカバリー」の考え方が広がっている。 1



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

9.2% 28.4% 62.4%n=（1,573）

内容をある程度
知っている

言葉を聞いたことはある 知らなかった

「生物多様性」という言葉を知っていた・聞いたことはある市民は、37.6%

平成30（2018）年度インターネットアンケート調査結果（川崎市）

第１章 川崎市における生物多様性の状況について P.8～

・都市的土地利用率は約86%、約154万人が居住（令和2（2020）年9月1日現在）

・樹木の集団（300㎡以上）は、川崎区・幸区・中原区では点在し、高津区・宮前区・多摩区・麻生区の多摩丘陵の一角をなす地域は比較的多く分布

・農地は、高津区・宮前区・多摩区・麻生区には比較的多くが分布。農業振興地域である黒川・早野・岡上地区はまとまって分布

・河川等は多摩川をはじめとした河川・水路等が市域全体に分布し、臨海部には運河が分布

・川崎市が実施した平成30（2018）年のインターネット調査では、「内容を知っ

ている・聞いたことはある」人の割合が37.6%であった

・内閣府が実施した令和元（2019）年度の環境問題に関する世論調査では、「生物

多様性の言葉の意味を知っている・聞いたことはある」という人の割合が51.8%で

あった

３ 川崎市の概況

４ 生物多様性の認知度について
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樹林地（生田緑地等）

住宅地の農地

農地（農業振興地域等）

多摩川河川敷 市街地の緑

市内河川、水路

臨海部の緑



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

第２章 戦略改定の基本的な考え方 P.15～

・生物多様性の保全の取組の推進に向けては、市民にわかりやすく伝え、生物多様性が身近なものであり、生物多様性との関わりを日常の暮らしの中
で捉えてもらうことが重要な要素の一つである。

(1) 生物多様性を市民によりわかりやすく、取り組みやすく

(2) 現行戦略の枠組みを維持しつつ、戦略的な取組を位置づける

(3) これまでの取組状況や課題に応じた取組の充実・強化

(4) 川崎市環境関連施策等との連携や国の動向等への留意

○将来ビジョンの更新

これまでの取組状況・生態系エリアの特徴を反映させた「戦略でめざす かわさきらしい将来の姿」及び「将来ビジョン」を示す

○リーディング・プロジェクトの充実

新たに戦略的な取組を設定

戦略的な取組①

生物多様性への配慮意識の更なる浸透

戦略的な取組②
生態系エリアや流域の特徴を踏まえた生
物多様性の拠点（コア）・回廊（コリ
ドー）・緑化推進重点地区（マトリク
ス）を活かしたエコロジカルネットワー
クの形成

戦略的な取組③

地域資源を活用するなど情報発信の充実

１ 戦略改定の基本的な考え方

①戦略の枠組みを維持し、
取組を充実

②近隣他都市との連携 ③将来を見据えた自然環
境の有効活用

④国の動向への留意

２ めざす方向

３ 改定の柱
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①これまでの取組状況を踏まえる

②生態系エリアの特徴を踏まえる

③改定された「緑の基本計画」との整合を図る

④長期的な視点をもって示す

◎河川と樹林地や農地とのつながりに着目し、「生き物の生息・生育の拠点となる場所
（拠点（コア））」と「拠点（コア）と回廊（コリドー）のつなぎ目である結節点」を
流域ごとに戦略的に位置づける

◎緑と水の基盤の一つとして「緑化推進重点地区（マトリクス）」を示し、地域特性を活
かした取組により緑と水のネットワークの形成につなげる

◎多摩丘陵・多摩川崖線や、多摩川・鶴見川、市域を跨ぐ流域などによる近隣他都市との
つながりを示す



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

・戦略の基本的な考え方と３つの視点

基本理念 「多様な緑と水 人や生き物がつながり 都市と自然が共生するまち かわさき」

基本方針Ⅰ 人と生き物をつなげる 基本方針Ⅱ 生き物をつなげる 基本方針Ⅲ 情報をつなげる

生物多様性への配慮意識を広め、子どもたちの
自然等への探求心や地域で活動する人材を育むこ
とで、人と生き物をつなげる。

生き物の生息・生育環境となる拠点（コア）や
回廊（コリドー）、緑化推進重点地区（マトリク
ス）の自然環境を守り、つなげて質を高め、さら
に創り出すことで、生き物をつなげる。

生物多様性の保全に関する様々な情報や知見を
集めて、効果的に発信することで伝え、情報をつ
なげる。

○生物多様性に配慮した環境づくりによって生き物がつながること

・人と生き物との関わり方の調和を図って
いくこと

・地域本来の自然環境を保全、再生して、多様な
生き物が生息・生育できるようにしていくこと

・様々な生物多様性に関する情報をつないで利
活用していくこと

第３章 戦略の基本的事項 P.20～

（１）他の計画との関係

川崎市における生物多様性の保全の視点と基本的な考

え方を表すとともに、取組の方向性と推進策を示すこと

とし、具体的な取組の実施においては、関連する計画に

おいて各計画の目標等と整合を図りつつ戦略の考え方を

取り入れて実施する

（２）戦略の特徴

地域特性を踏まえ、人と生き物との“つながり”に主

眼をおいた地域戦略

（３）戦略でめざすもの

・多様な主体との連携による生物多
様性配慮の推進

・地域環境の質的な向上 ・市域全体でのエコロジカルネット
ワークの構築

・保全と利活用のバランスに立った
都市と自然との共生

●戦略の計画期間は、令和3（2021）年度から令和12（2030）年度までとする。 ●戦略の対象とする区域の範囲は川崎市全域とする。

図 戦略の位置づけ

戦略改定では、現行戦略の枠組みを維持することとしていることから、基本的事項は現行戦略と同様、次のとおりとする。

１ 戦略の基本的な考え方

２ 戦略の位置づけ

３ 戦略の期間と対象区域

４ 基本理念と基本方針

4

生物多様性
かわさき戦略

～人と生き物
つながりプラン～

〈関連計画〉
・川崎市緑の基本計画
・（仮称）川崎市大気・水環境計画
・川崎市新多摩川プラン
・川崎市地球温暖化対策推進基本計

画 など

〈その他計画〉
・川崎市都市計画マスタープラン
・生田緑地ビジョン
・二ヶ領用水総合基本計画
・「かわさき臨海のもりづくり」緑

化推進計画
・川崎市農業振興計画
・鶴見川流域水マスタープラン

など

川崎市環境基本計画



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

第３章 戦略の基本的事項 P.23～

５ 将来ビジョン

5



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

多様な緑と水 人や生き物がつながり

都市と自然が共生するまち かわさき

基本

理念

【生態系エリアごとの取組の方向性】

河川と樹林地や農地とのつなが
りに着目し、コアとコリドーのつ
なぎ目である結節点を、流域ごと
に取りまとめ、取組の方向性を示
します。

①黒川生態系エリア

②片平麻生生態系エリア

③真福寺早野生態系エリア

④岡上生態系エリア

⑤五反田山下生態系エリア

⑥平瀬生態系エリア

⑦矢上有馬生態系エリア

⑧三沢川生態系エリア

⑨二ヶ領用水生態系エリア

⑩低地の市街地生態系エリア

⑪多摩川生態系エリア

⑫臨海部生態系エリア

第４章 生物多様性の保全に向けた施策 P.30～

１ 戦略の施策体系

6

【基本方針】

戦略的な取組を設定します

●基本方針Ⅰ

“人と生き物をつなげる”

●基本方針Ⅱ

“生き物をつなげる”

●基本方針Ⅲ

“情報をつなげる”

【基本施策】 施策別取組方針により関連施策を体系的に整理し、全市的な取組を推進します

【リーディング・プロジェクト】 重要かつ先行的な取組により施策を牽引します

【戦略的な取組】

(1)生物多様性への配慮意識の

更なる浸透

(2)生態系エリアや流域の特徴
を踏まえた生物多様性の拠
点（コア）・回廊（コリドー）・緑
化推進重点地区（マトリクス）
を活かしたエコロジカルネット
ワークの形成

(3)地域資源を活用するなど情

報発信の充実

広める 育む 守る つなぐ 集める 伝える創る



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

・現行のリーディング・プロジェクトについて、これまでの取組状況や生態系エリアの特徴などを踏まえ、充実・強化する。

×

(1) 生物多様性への配慮意識の更な
る浸透

○市民や事業者にとって生物多様性が身
近なものであることを知ってもらえる
ような普及啓発等、生物多様性への配
慮意識の浸透を図る。

(2) 生態系エリアや流域の特徴を踏まえた生物多様性の拠点（コ
ア）・回廊（コリドー）・緑化推進重点地区（マトリクス）を
活かしたエコロジカルネットワークの形成

○市内河川の流域のある生態系エリアについては、それぞれ生き物の
「生息・生育拠点（コア）」や拠点と回廊（コリドー）のつなぎ目で
ある「結節点」に特徴があることから、その特徴を踏まえ、生物多様
性に配慮した保全・管理などを実施

○市街地や臨海部など、自然的環境の分布が少ないエリアについては、
緑化推進重点地区（マトリクス）を活かしながら公園や緑道などにお
いて、生物多様性に配慮した保全・管理を実施

(3) 地域資源を活用するなど情報発
信の充実

○環境や生き物、地域文化等、人と生き
物のかかわりに関する様々な分野の施
設等を地域資源とした、生物多様性に
関する情報発信を充実させる。

基本方針Ⅰ 人と生き物をつなげる

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクト事業

広
め
る

環境配慮意識を
広めて人と生き
物をつなげる

○地域の魅力を発見する
○生物多様性について理解を深
める

○生物多様性に配慮して活動す
る

育
む

人材を育んで人
と生き物をつな
げる

○子どもたちが自然とふれあい
学ぶ

○生物多様性の保全に取り組む
人材を育成する

基本方針Ⅱ 生き物をつなげる

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクト事業

守
る

生き物のすみか
を守って生き物
をつなげる

○拠点となる樹林や農地を保全
する

○良好な水環境を保全する

つ
な
ぐ

緑と水をつなげ
たコリドーで生
き物をつなげる

○河川を利用して拠点をつなぐ
○広域的に生き物の生息・生育
環境をつなげる

創
る

まちなかに拠点
を創って生き物
をつなげる

○生き物に配慮した公園づくり
○生き物に配慮した緑化地づく
り

基本方針Ⅲ 情報をつなげる

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ プロジェクト事業

集
め
る

調査や知見等を
集めて情報をつ
なげる

○市域の生き物について調べる
○生物多様性の新たな知見をつ
くる

伝
え
る

地域間、主体間
で伝えて情報を
つなげる

○生き物情報を“見える化”
する

○情報を活用してネットワーク
を構築する

第４章 生物多様性の保全に向けた施策 P.33～

（身近な取組の策定イメージ） （生き物マップ情報を活用した展示会の様子）

２ 戦略的な取組

３ リーディング・プロジェクト

7



生物多様性かわさき戦略の改定の基本的な考え方について（答申）（概要）

第４章 生物多様性の保全に向けた施策 P.52～

・「環境基本計画」や「緑の基本計画」など、関連する各計画等における進捗管理との整合を図ることが必要である。
・今後、検討される環境基本計画年次報告書の見直しに即して、効果的・効率的な進行管理を行うことが望ましい。

４ 生態系エリアごとの取組の方向性

１ 進行管理について
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①黒川生態系エリア

②片平麻生生態系エリア

④岡上生態系エリア

③真福寺早野生態系エリア

⑧三沢川生態系エリア

⑤五反田山下生態系エリア

⑥平瀬生態系エリア

⑦矢上有馬生態系エリア

⑨二ヶ領用水生態系エリア

⑪多摩川生態系エリア

⑩低地の市街地生態系エリア

⑫臨海部生態系エリア

エリア 主なコア・コリドー 主な取組の方向性

① 黒川よこみね特別
緑地保全地区、黒川
広町緑の保全地域、
市街化調整区域、
公園等
三沢川

・樹林地保全管理
施策の推進
・都市農地の保全

② 栗木山王山特別緑
地保全地区、向原の
里特別緑地保全地区、
市街化調整区域、
公園等
片平川、麻生川

・樹林地保全管理
施策の推進
・地域特性に応じ
た公園等整備
・都市農地の保全

③ 王禅寺東特別緑地保
全地区、早野梅ヶ
谷特別緑地保全地区、
市街化調整区域、
真福寺川、早野
川

・樹林地保全管理
施策の推進
・地域特性に応じ
た公園等整備
・都市農地の保全

④ 岡上梨子ノ木特別
緑地保全地区、岡上
丸山特別緑地保全地
区、岡上和光山特
別緑地保全地区、市
街化調整区域、

・樹林地保全管理
施策の推進
・都市農地の保全

エリア 主なコア・コリドー 主な取組の方向性

⑤ 多摩特別緑地保全地
区、多摩美特別緑地
保全地区、菅馬場
谷特別緑地保全地区、
生田寒谷特別緑地保
全地区、東生田特別
緑地保全地区、生田
緑地、公園等、
五反田川、山下
川

・樹林地保全管理
施策の推進

・地域特性に応じ
た公園等整備

⑥ 生田緑地、緑ヶ
丘霊園、公園等、
平瀬川、平瀬川
支川

・樹林地保全管理
施策の推進

・地域特性に応じ
た公園等整備

⑦ 井田山特別緑地保全
地区、井田平台特
別緑地保全地区、市
街化調整区域、
矢上川、有馬川

・樹林地保全管理
施策の推進

・都市農地の保全

⑧ 小沢城址特別緑地保
全地区、公園等

・樹林地保全管理
施策の推進

・地域特性に応じ
た公園等整備

⑨ 久地特別緑地保全地
区、公園等、二ヶ
領用水

・樹林地保全管理
施策の推進

・地域特性に応じ
た公園等整備

⑩ 公園等、街路樹 ・地域特性に応じ
た公園等整備

⑪ 多摩川河川敷、
多摩川

・新多摩川プラン
に基づく取組

⑫ 公園等、街路樹、
事業所緑化

・臨海のもりづく
りの推進

第５章 生物多様性の保全の推進と進行管理 P.88～


